
特殊車両通行許可制度の概要

○ 一定の重量・寸法（一般的制限値）を超える車両が道路を通行する場合、
道路法に基づく特車通行許可を受ける必要

○ 道路管理者は、道路と車両の物理的関係を審査し、道路の構造の保全及び交通
の危険の防止上、必要な条件を付して通行許可

高さ ３．８ｍ
※指定道路４．１ｍ

長さ １２ｍ
幅 ２．５ｍ

最小回転半径１２ｍ

総重量 ２０ｔ ※指定道路２５ｔ
（車両自重＋積載物重量＋乗員）

軸重１０ｔ

輪荷重５ｔ輪荷重５ｔ

（隣り合う車軸の
軸の距離により）
２軸の軸重合計
１８ｔ～２０ｔ

特殊車両の範囲（イメージ）

重量

特車許可
基準

軽い

重い

※ 一般的制限値を一つでも超える車両は、道路管理者の
通行許可が必要 寸法小さい 大きい

＜許可必要＞

＜許可不要＞

＜通行不可＞

例：トラック

例：建設機械類

例：コンテナ車

例：ポールトレーラ

特殊車両

一般的
制限値

一般的
制限値

特車許可
基準

例：乗用車

一般的制限値
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特殊車両通行許可件数、審査日数の推移

〇特殊車両通行許可件数については、ドライバー不足等に伴う車両の大型化の進展により、許可件数が増加
〇申請件数の増加に伴い、審査日数が長期化する中、迅速化の取組により一定程度短縮したが、更なる短縮は
困難な状況

■ 許可件数の推移 ＜国、都道府県・政令市＞ ■ 審査日数の推移 ＜国＞
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デジタル化の推進による新たな特殊車両通行制度の導入

実
際
の

通
行

行
政
の
手
続

通
行
時/

通
行
後

事
業
者
の
手
続

申 請
（１経路毎）

許 可 （申請した１経路のみ）

通行可能な経路の通知（ウェブ上で即時に地図表示）

車両の登録
（１回のみ）

経路の検索（請求）
（ウェブでいつでも検索可能）

審 査 協 議（地方公共団体）

決裁・許可証発行

通 行
（許可を受けた１経路を通行可）

通 行
（通行可能な経路を通行可）

経路車両情報 重量

申請内容

入力情報

車両情報

入力情報

発着地 重量

ETC2.0
重量の

把握方法

発着地

約
30
日
（
現
状
）

即
時

※システムやデータの管理の一元化のため、外部機関（指定機関）にアウトソーシング可能

情報が電子データ化された道路について国が一元的に処理

※老朽化した
橋梁等は非通知

WIM（自動計測装置）による取締り

導入する新制度

・ETC2.0を活用した経路確認
・運送依頼書等による重量確認

取締基地における取締り

※手作業

現行（許可）制度

特殊車両の通行手続き

経路

・取締基地における取締り
・WIMによる取締り
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規制改革実施計画（R元.6.21）の内容とこれまでの実施状況

事項名 規制改革の内容 実施時期 これまでの実施状況

高機能農
機・除雪機
の活用を阻
む規制の見
直し

（a、b：略）

ｃ：国土交通省は、農機や除雪機を装着することで道
路法（昭和27年法律第180号）上の特殊車両に該当する
こととなるトラクターについての特殊車両通行許可の申
請に当たっては、車検証明書の提出が不要であること、
及び国道、都道府県道及び市町村道を通行する場合は
国に申請を行えば、都道府県及び市町村の許可もワン
ストップで取得できることについて、農林水産省とも連携
の上、農業関係団体を含む関係者への周知徹底を行っ
た上で、申請しようとする者から問い合わせがあった場
合は申請手続のサポートを行うとともに、申請があった場
合は速やかに許可できるよう対応する。

ｄ：国土交通省、農林水産省及び警察庁は、農機や除
雪機を牽引したトラクターが公道を走行するに当たって
の道路運送車両法、道路交通法（昭和35年法律第105
号）等の規制の洗い出しを行った上で、これらのトラク
ターが公道の走行が可能となるよう、速度制限等の対策
を講じること等により、牽引される農機や除雪機への制
動装置の設置をはじめとした既存の基準の緩和を行うと
ともに、必要な基準の明確化を行い、その際、道路法上
の特殊車両通行許可を受けて道路法上の道路を通行
可能であることを道路管理者に周知する。また、重量が
最高限度を超えることにより特殊車両に該当する車両の
申請があった場合において、申請上の新たな課題が生
じたときは、改善策を検討する。

（e～h：略）

（a：措置済み、
b～f：令和元
年結論、措置、
g,h：令和元年
結論、結論を
得次第、速や
かに措置）

c：自動車局からの通知を受けて、平成３１年４月１日に、
農機を装着することで道路法上の特殊車両に該当すること
となるトラクタの通行について、特殊車両通行許可手続が
必要である旨を道路管理者に周知した。
令和２年１月１７日に、道路法上の特殊車両に該当するこ
ととなるトラクタの特殊車両通行許可の申請については、
自動車検査証の写しに代えて、車両諸元の記載があるカ
タログ、小型特殊自動車標識交付証明書等とすること、国
道、都道府県道及び市町村道を通行する場合には、国に
申請を行えば、都道府県及び市町村の許可もワンストップ
で取得できることについて、道路管理者及び農林水産省を
通じて農林関係者等に周知するとともに、当該特殊車両の
通行許可事例に係る申請書等を参考送付した。

ｄ：自動車局からの通知を受けて、令和元年１２月２５日に、
農機を牽引したトラクタの公道の走行が可能となり、当該ト
ラクタが道路法上の特殊車両に該当する場合には、特殊
車両通行許可を受けて道路法上の道路を通行可能である
ことを道路管理者に周知した。
令和２年３月３１日に、道路法上の特殊車両に該当するこ
ととなる農作業用トレーラをけん引するトラクタの特殊車両
通行許可の申請については、自動車検査証の写しに代え
て、車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車標識
交付証明書等とすること、国道、都道府県道及び市町村道
を通行する場合には、国に申請を行えば、都道府県及び
市町村の許可もワンストップで取得できること等について、
道路管理者及び農林水産省を通じて農林関係者等に周
知するとともに、当該特殊車両の通行許可事例に係る申請
書等を参考送付した。
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特殊車両通行許可の業務フロー図

○申請方法 オンライン（国及び一部の自治体）
窓 口（窓口に持参又は郵送）
※国、都道府県、政令市への申請（これらが管理する道路を含む）であれば、
他の道路管理者の道路もワンストップで対応。

【道路管理者】

審 査

○申請車両の重量が橋りょうの構造上耐えられるか、トンネルなど高さ・幅は障害
なく通行できるか、交差点は曲がれるか等を確認

○他の道路管理者との協議（他の道路管理者の道路が含まれる場合）

【申請者】

許可証受領

【申請者】

申請書提出

【手続の流れ】 【内 容】

○申請に必要な書類
・申請書 →重さ、高さ、幅等（記載事例を提示）
・車検証の写し →車両諸元の記載があるカタログ、小型特殊自動車標識交付証明書等

の写しにより確認
・車両の諸元に関する説明書 →総重量内訳、車軸の位置等（記載事例を提示）
・通行経路図及び通行経路表 →道路管理者毎に色分けした経路図により確認
・その他道路管理者が必要と認めるもの →軌跡図の提出は義務ではない
※車両内訳書（複数の車両をまとめて申請する場合）

○受領方法 オンライン（国及び一部の自治体）
窓 口（窓口で受領又は郵送）

※赤字は農耕トラクタの場合で、周知済み
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紙の地図に手書きの経路で申請する場合の例

＜凡例＞
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特殊車両オンライン申請システム

申請データ作成の流れ
申請者

STEP③経路情報の入力

STEP④未収録路線を含む

経路の作成

STEP②

車両情報

の入力

STEP①

申請書情報の入力

・申請者選択（本人・代理人）
・申請車種等
・提出先窓口指定 を入力します

・車両の軸種指定
・車両諸元等 を入力します

デジタル地図等により、 通行経路を
入力します

※紙の地図のアップロードが可能

申請車種に「建設機械類」を選択
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